
第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 地籍調査実施区域内の土地所有者及び法定相続人等利害関係人（平成22年度以降）

 法務局から登記情報を紙及び電子データで収集。また、住民票及び戸籍情報を本市住民情報課及び関係都

市所管部局より紙で収集。

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） まちづくり部都市計画課

（所在地）〒850-8685　 長崎県魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 地籍調査事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 地籍調査における一筆地調査のために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5本籍、6離婚年月日、7世帯主、8続柄、9相続種別（法定相続人、代

襲相続人等）、10相続年月日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 編入及び町名変更に関する証明願を提出した者

 編入及び町名変更に関する証明願を提出した者、編入及び町名変更に関する証明願による収集

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） まちづくり部都市計画課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 長崎市への編入及び町の名称変更に係る証明ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 証明書を交付する相手方の特定のため

1証明書番号、2交付年月日、3証明内容、4根拠法令、5申請者氏名、6申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者、住居表示実施及び町界町名変更の証明願の提出に

よる収集

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） まちづくり部都市計画課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住居表示実施、町界町名変更に伴う証明事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 住居表示実施及び町界町名変更の際の居住者情報により証明書を交付するため

1証明書番号、2交付年月日、3証明対象の方の氏名、4住居表示・町界町名実施内容、5根拠法令、6申請者

氏名、7申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 建物等新築届を提出した者

 住居表示実施区域内で建物等の新築を行う者、建物等新築届の提出による収集

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） まちづくり部都市計画課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 建物等新築届出による住居表示ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 申請者、所有者並びに管理者の確認及び工作物の場所の確認のために利用する

1氏名、2地番、3街区番号、4住居番号、5枝番号、6設定日、7中高層表示、8ID



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 臨時運行許可申請書を提出した者

 相手方：臨時運行許可申請書を提出した者、手段：申請書の提出

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） まちづくり部都市計画課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 自動車臨時運行許可ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 臨時運行許可申請における本人の申請事項の審査及び許可証未返却時の架電等の対応のために利用する。

1氏名、2住所、3電話番号、4受付日、5許可番号、6許可番号標、7車名、8車体番号、9許可期間、10運航

目的、11返納期限、12回収場所、13回収日、14処理者、15収納場所、16金融機関、17車検証等のコピー送

付の有無、18ネジ貸出しの有無、19始末書提出の有無



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請書を提出した者

 都市計画区域内で建築等の行為を行うことを検討している者、確認申請書の提出による収集

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） まちづくり部都市計画課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 都市計画にかかる区域の確認ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 市民に対して、都市計画決定された区域を知らしめるため。

１氏名、２住所、３電話番号、４財産（土地情報）



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 許可申請書を提出した者

 都市計画施設等の区域内で建築等の行為を行う者、許可申請書の提出による収集

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） まちづくり部都市計画課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 都市計画法第53条・第65条に基づく許可申請ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 都市計画施設等の区域内における建築等の許可に係る審査のために利用する。

１氏名、２住所、３電話番号、４財産・収入、５居住環境



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 意向確認書、意向調査表、地権者リスト

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 九州新幹線西九州ルートの残土処分場計画地内の土地、建物の所有者

 本人または実施機関内、国・地方公共団体

 含まない

 （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） まちづくり部長崎駅周辺整備室

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 九州新幹線西九州ルートの残土処分場計画にかかる権利者等対応ファイル

 長崎市長

 まちづくり部長崎駅周辺整備室

 九州新幹線西九州ルートの残土処分場計画地の土地、家屋に関する情報を把握しておく必要がある。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5本籍・国籍、6電話番号、7財産・収入、8親族関係、9家族状

況



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考
公共用地境界確定協議書、地積測量図（復元測量）、土地調査簿、建物調査簿、権利者相続調査、家屋台

帳調査簿、土地各筆調書、不存在建物調書、名寄簿、不突合の調書、土地種目別地積集計表ほか

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎駅周辺地区土地区画整理事業調査区域内及び隣接者の土地・建物の所有者

 本人または国・地方公共団体

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） まちづくり部長崎駅周辺整備室

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 長崎駅周辺地区土地区画整理事業調査区域内・及び隣接地権利者対応ファイル

 長崎市長

 まちづくり部長崎駅周辺整備室

 長崎駅周辺地区土地区画整理事業を行うにあたり、土地、家屋に関する情報を把握しておく必要がある。

 1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6財産・収入、7主張・意見


